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2024年度 東三河地域問題セミナー 第1回公開講座 

講演:『空き家化の発生抑制に資する施策と効果』 

三重大学 大学院 工学研究科 建築学専攻 准教授 

東京大学先端科学技術研究センター 准教授   近藤 早映 氏 

2025年3月3日（月）14時～16時00分 豊橋商工会議所 4 階 401 会議室にて講演を行った。 

講演  

『空き家化の発生抑制に資する施策と効果』 

三重大学 大学院 工学研究科 建築学専攻 准教授 

東京大学先端科学技術研究センター 准教授    

近藤 早映 氏 

 

１．研究の内容と着目点 

本日は「空き家化の発生抑制に資する施策と

効果」というタイトルで現在研究中の内容も含

めて話をする。2023 年 10 月に公益社団法人日

本都市計画学会から発行された「都市計画論文

集 vol.58 No.3」に「空家等対策計画における

空き家の発生抑制策と取り組みの実態に関する

研究」というタイトルの私の論文が採択されて

掲載され、現在公開されている。この内容を前

提として本日は話を進めていく。研究の背景と

しては、皆さんも空き家問題が緊急の課題に

なってきていると感じていると思うが、研究者

側においても、空き家問題は非常に難しい問題

であるが、解決しなければならない課題だと認

識している。よって、最近この空き家研究に取

り組む研究者が増えている。 

こうした状況下、私たちが新しい視点として

着目しているのが「空き家の発生を未然に抑制

する」という点である。最近は、「未然に抑制す

る」、「抑制」、「予防」といったワードが国の発

表する公式な文書においても見られるように

なっており、私たちはこの「発生を未然に抑制

する」というキーワードに注目した研究を進め

ている。平成 26年に「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」が施行され、各自治体で「空家

等対策計画」の策定が進んでいるが、2 年前私

たちが研究を始めたタイミングは、各自治体に

おいて「第 1期」の計画が終了し、「第 2期」の

計画に移行する時期であった。「第 2期」の計画

では、「未然に抑制する」というキーワードが盛

り込まれる事例があり、発生抑制はどのような

やり方があるのかに着目して研究を始めた。国

も自治体も手探りで進めているという実態もあ

り、この研究をやる意味があると思っている。 

空き家の定義について、住宅都市統計調査に

おいては、「建築物、建築物に付随する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないこと

が常態であるもの及びその敷地」とされている。

但し、親から相続した二次的住宅なども周りに

多くあり、定義が曖昧な部分がある。空き家に

ついて我が国の現状は、住宅土地統計調査によ

ると全国の住宅の約 13.6％が空き家だとされて

いる。しかし、この住宅土地統計調査の結果は

全数調査ではなく一部を抽出して全体を推計す

るサンプリング調査であり、実態を完全に把握

しているわけではない。特に人口規模の小さい

自治体においては、サンプリング調査は実態を

正しく捉えきれていないとも言われている。ま

た、先ほど申し上げた空き家の捉え方によって

も数字は変わってくる。それでも指標が必要で

あるため、私たちの研究では、住宅土地統計調

査の 13.6％という数値を指標にしている。 

私たちが研究対象としている「空家等対策計

画」は、自治体において「策定済」と「策定予

定あり」を合わせると 100％に近い状態となる

ため、全国の自治体で空き家問題に対する関心

が高いと思われる。国が用意する空家対策の施

策についても、最近は規制が緩和されてより空
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き家を活用していく方向になっている。相続ま

たは遺産相続により取得した被相続人の居住用

財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特

例として、一定の要件に当てはまるときは譲渡

所得の金額から最高 3,000 万円まで控除できる

が、その条件が少し緩和された。これまでは空

き家を相続するときに、リフォームしてあると

か、更地になっているという状態で譲渡されな

いと控除対象にはならなかったが、緩和されて、

相続をした翌年の 2 月までにリフォームや取り

壊しなど何か対策を講じれば控除の対象になる

ようになった。 

2．研究の進め方と考察 

私たちの研究は、インターネットによる文献

調査から「第 2 期空家等対策計画」を策定して

いる全国の 246 の自治体を抽出し、これら自治

体の空き家対策担当課部署を対象として「空家

等対策計画」と取組における空き家の発生抑制

に関するアンケートを実施し、その結果を分析

する方法で進めた。アンケート調査の内容は、

主に空き家の抑制策があるかないかということ

と、その内容、効果について調査をするもので

あり、有効回答数は 147、回答率は 60％程度で

あった。「第 2期空家等対策計画」に空き家発生

抑制策があるかないかということと、「第 1期空

家等対策計画」に抑制策を盛り込んでいたかど

うかで 4分類をした。「第 2期空家等対策計画」

に抑制策を盛り込んでいるのは 132 自治体であ

り、回答のあった 9 割の自治体で抑制策が盛り

込まれていたため、自治体でも非常に関心が高

いことが伺えた。どのような取組をしているか

の質問では、「自治体が主導する取組」をしてい

るという回答が 8割、「民間主導の取組」をして

いるという回答は 4 割の自治体であった。民間

主導の抑制策については、自治体の担当者数が

少ないために完全には把握できていない可能性

が高いが、それなりに民間主導の対策もあるこ

とが回答から読み取れた。自治体の特性による

空き家の発生抑制策の策定状況は、「第 1期」も

「第 2 期」も発生抑制策を盛り込んでいる非常

に積極的な自治体については、人口 50万人以上

の大規模自治体が全てこのタイプであった。逆

に、「第 2期」に空き家抑制政策がない自治体は

人口規模が小さいところに多く見られた。また

他の視点として、空き家対策に対してどのよう

な体制で対応しているかを知るために担当部署

数を質問した。当初、空き家問題は非常に大き

な問題であるため複数部署で取り組んでいると

予想していたが、部署数が 1 つという回答が過

半数以上を占めた。これはワンストップ窓口の

ような大規模なものも 1 つに数えられてしまう

ため、もう少し細かく見る必要があるが、縦割

り行政の中で取り組まざるを得ないという状況

が推測された。 

プレ調査においては、自治体の担当者が空き

家の発生抑制策についてどのくらい効果を感じ

ているのかを質問し、主観で回答をいただいた

が、高齢化率の高低で感じ方に差があるという

結果であった。具体的には、高齢化率の低い自

治体で効果を感じやすいという結果が出ている。

空き家の問題は、行政職員の皆さんの仕事の近

くにあり、何か施策を講じた場合、対象とコミュ

ニケーションがしやすいとか、共有しやすい側

面もあり効果を感じやすいという結果になった

かもしれないと私見も入っているが考察してい

る。自治体で効果を感じやすい補助金・支援制

度は、「住宅のバリアフリー化の費用補助」、「耐

震改修費の費用補助」、「建物の除却費用の補助」、

「再活用のための建物の改修費用の補助」など

が挙がっていた。また民間の主体のものとして、

セミナー・講演会・相談窓口についても、高齢

化率の低い自治体でより効果を感じやすいとい

う結果であった。自治体の回答における民間主

導の取組の具体例としては、「空き家の未然防止

セミナー」、「建物の売買賃貸に関するセミナー」

などがあった。 

「第 2 期空家等対策計画」にフォーカスをし

て、空き家の発生抑制に関するワードが全体計
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画の中のどこに出ているかを調査した。本文の

中に出ているものと、資料的な位置づけに出て

いるものがあるが、本文の中の取組の内容にこ

の抑制について明記している自治体が多く、積

極的に取り組もうとする姿勢が伺えた。例えば

長野県の安曇野市は、計画の全てのパートに抑

制というワードが出てくるため、私たちは非常

に積極的で関心の高い自治体であるとこの段階

では位置付けていた。条例を作っていて、その

条例の中にこの抑制に関する条文を持っている

自治体もあり、これも非常に規制というか取組

を強化していこうとしている自治体だと認識し

た。こうした自治体で実際の空き家率がどうか

調べてみると、意外にも空き家率は高くなかっ

た。全国平均の 13.8％より少ないという自治体

が圧倒的であり、人口の規模も比較的少ない自

治体が多かった。実はこの抑制を非常に綿密に

位置づけている計画を立てているのは、比較的

人口規模が小さくて、空き家率もそれほどに高

くはない自治体という傾向が見えてきた。また、

空き家発生抑制に取り組むきっかけは何だった

かを聞いているが、こちらの回答はさまざまで

あり、明確な傾向が現れなかった。ここまでは、

計画の中のどこに抑制というワードが出てきた

かとか、条例があるか、条例にどのように位置

づけているかということだったが、計画をよく

見ていくと、その計画の中に評価指標となる KPI

を位置づけているかいないかで、取組姿勢の濃

淡が見えてきた。個別評価指標を持っていて、

それが空き家の発生抑制に関する個別評価指標

の場合と、特化はしていないが指標を持ってい

るという 2つに分類できた。 

具体的な空き家の発生抑制の評価指標は何な

のか、そこに位置づけている KPI の項目につい

ては、「空き家バンクへの登録数」、「相談会の相

談件数」、「地域が主体となって空き家対策を実

施している地区数」などがあり、目標は身の丈

に合った数値となっている自治体が多い。複数

の評価指標と数値目標を組み合わせているよう

な事例もあった。 

次に、空き家発生抑制に特化していないが指

標を持っている自治体がどんな指標を設けてい

るのかについては、「空き家数」、「空き家の増加

数」、「バンク」などが数値目標とされていた。

傾向として見えてきたのは、セミナーや相談会

に関するものは空き家の発生抑制に特化した数

値目標になっているが、そうではない場合は、

数値目標になりにくいことである。また、バン

クについては両方の目標になりうる。 

3．空き家の発生に影響を及ぼす要因 

もう少し深掘りしたいということで、空き家

の発生抑制に関する個別の評価指標と数値目標

を持っている自治体で、かつその中には規制強

化型が含まれる 8 自治体に対してインタビュー

調査を行った。インタビュー調査は、目的をはっ

きりさせる視点を持っていないと考察が曖昧に

なってしまう。視点としては、空き家の発生に

影響を及ぼす要因をできるだけ整理をした上で、

それに紐づけてどんな取組があるのかを分析し

たということで、インタビューからより発生抑

制に関して分析しやすいように持ち込んだ視点

がベースになっている。 

空き家発生の要因を皆さんはどう想像するか。

空き家の発生に関わる要因は、ソフト的な要因

とハード的な要因があると考えている。ソフト

的な要因として、例えば「必要な情報が足りな

くて空き家にたどり着かない」といった社会的

な要因、他に「空き家を持っているオーナー側

がこれを使ってほしくない」、「いつか使うかも

しれない」、「価値がないから空き家を活用しよ

うとしない」といった心理的な要因もあると考

えている。ハード的要因も同じようにまとめる

と、立地の要因、設備的な要因、状態の要因と

いうように分けられると思う。もう一つ経済的

な観点で空き家発生のメカニズムっていうのを

解き明かそうとする経済の分野の研究者がおり、

空き家と一口に言っても市場性の「あり」、「な
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し」で分けられるとしている。例えば空き家を

二次的住宅も含めて見た場合に、市場性がある

ものとないものがあり、賃貸用だから全て活用

できるかというとそうしたことはない。市場性

がないものは、たとえ賃貸用であっても活用は

されないという分類をしている論文もある。市

場性があるものについては、「需要不足の空き

家」、「摩擦的な均衡の構造の空き家」というよ

うに分けていたりする。市場性がないものにつ

いては、「寿命の空き家」、「リスク空き家」、「長

期空き家」といった分類をしている。不動産的

価値の有無は、空き家になるかならないかの要

因になりうる。他にはマイノリティ需要と言っ

て、不動産的に市場性がないと言われたとして

も、例えば「いくらでも自分で手直しして良い」

といった条件があると、市場に出なくても住宅

が欲しいという需要が出てくる場合もある。こ

れらが市場性に影響を与える要素となり、こう

した要素がレイヤー上に重なっていると全体の

構造を捉えている。これらの各レイヤーに載っ

ている各要因が全部クリアされないと非空き家

にならないというわけでもなく、もしかしたら

社会的要因の一つをクリアして、例えば立地の

何かを条件と、市場性の一つのポイントをクリ

アしたら利用状態になる可能性もある。もしく

はハード的要因に関係なく、ソフト的な要因と

市場的要因だけで解決して利用されるケースも

ありうる。市場性のあるないというところで、

実はまた戻ってきて長期空き家になってしまう

というケースもあるかもしれないとか、家に市

場性がないのであれば、取り壊して空き地化す

る選択もあるかもしれないなどと考えると、要

因を構造化して考えることにより、どのような

対策をどこに向かって行えば良いかがが分かり

やすくなるのではないかというのが現在取り組

んでいる内容である。今後更に整理をして、構

造化も精緻化しなければいけないと思っている。 

先ほど話をした 8 自治体に対してインタ

ビューを行い、空き家発生抑制に資する取組を

先ほどのレイヤーにあてはめてどのような要因

と関連があるか考察した。大分県の大分市と岡

山県の笠岡市と北海道の小樽市と香川県の小豆

島町に加えて 4 自治体あるが、この 8 自治体全

てにおいて行われていたのが「セミナー」・「講

演会」・「相談会」である。なおかつこの「セミ

ナー」や「相談会」は、比較的複数のレイヤー

の課題解決につながる取組だと分かってきた。

個別に考察すると、大分市と笠岡市については

複数の部署で取り組んでいる空き家対策があり、

利活用の部署と管理の除却の関係の部署が別で

存在することも見えてきた。笠岡市の場合は、

「セミナー」や「相談会」を連携中枢都市圏で

実施している。また高齢化率の高い自治体では、

空き家の発生要因を考慮した抑止政策が実施さ

れている可能性があることも見えてきた。小豆

島町は規模が小さく空き家率も高いが、キラー

コンテンツとして芸術観光産業がある。このコ

ンテンツを核として外部の地域おこし協力隊の

人がサポートに入っていて、この方が空き家対

策にも関わっているために、多角的な抑制の取

組が可能になっていることも分かった。笠岡市

は連携中枢都市圏で他の市町村と連携して対応

している。小豆島町は単独の自治体の中である

が、行政の職員だけではなく、その他のサポー

ターの方が一緒に対応しているといったように、

1 つの組織を超えて空き家発生抑制に取り組む

事例であった。 

上越市、甲斐市、佐野市、北海道の岩内市も

ヒアリングしている。甲斐市については、実は

移住者が増加して人口を維持している自治体で

ある。空き家の発生抑制に対して非常に前向き

に取り組んでいる自治体であるが、彼らが言う

には、移住者が増加しているのは、地域の魅力

をアピールできているからではないかと言って

いた。地域の魅力をアピールする取組と空き家

を活用する取組を一緒にやることが大事ではな

いかとのことであった。「MAP2040プロジェクト」

を彼らは推進しており、地図データを作ってそ
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こに空き家の情報も掲載し、まちにあるさまざ

まな情報を一元化するといった取組により、政

策も合わせて考えていくとのことであった。空

き家抑制策だけではなく、自治体、その地域を

どうやって持続させるかという取組と連動させ

ることに価値を見出すことができた。上越市と

佐野市は、先ほど話に出たマイノリティ需要に

対して、こうしたマイノリティ需要が確かにあ

るかもしれないと回答があった自治体である。

マイノリティ需要に対して効果がありそうだと

いう対策も聞き取れており、その対策から複数

のレイヤーにつながっているが特徴だと思う。

他に興味深かったものとして、上越市は「住ま

いの終活ノート」を作っている。上越市も比較

的人口の多い自治体ではあるが、家系図や所有

者の情報を書ける項目がこの「住まいの終活

ノート」の中にある。セミナーや講演会を集まっ

てくださいという呼びかけは、各方面にアプ

ローチできるが、集まってもらう意識醸成のた

めこのノートを配布して、自分たちの家族や家

に対する意識を高めるという取組を行っている。 

このように計画を深掘りしていくと、自治体

の空き家発生抑制に対する取組の濃淡が見えて

きて、その濃淡は、例えば計画の中でも指標の

設定などに表れているが、数値目標そのものに

ついては、少し効果までは検証が難しそうであ

る。なぜかというと多くの目標の数値は小さく、

容易に達成できてしまう設定になっていた。よ

り空き家発生のメカニズムを構造化して分解し

た上で、当自治体のこの辺りの空き家はこうい

う要因で生まれていそうだというところを分析

できると良いと思う。「空き家バンク」や「セミ

ナー」といった取組も、今までなんとなく弁護

士や専門家を呼んできて「セミナー」を実施す

るだけではなく、ターゲットとする人たちの想

定した要因が解決できるよう、セミナー参加を

呼びかける人もそのポテンシャルを持っている

人といった感じとすることで、より分化するこ

とにより効果が見込めそうな施策を打てるので

はないかと考えている。但し、空き家発生要因

の全体像はもっとブラッシュアップする必要が

あり、要因ももっと深く考える必要があると

思っている。例えば経済的な観点で言うと、日

本の住宅は寿命（耐用年数）が非常に短いが、

利用期間は長い。日本は新築プレミアムの経済

的思考が浸透しており、新築時が一番住宅の価

格が高く、1 日でも経てばどんどん価格は落ち

ていき、減価消却までの年数が、利用している

年数よりとても早く、中古の住宅は価値がすぐ

ゼロになってしまい、市場性がない住宅とされ

てしまうため、この年数を長くすることが本当

は大事だと思う。欧米においては、古い方が価

値があるという価値観もある。 

4．空き家の抑制に資する取組事例 

ここで私が考える空き家の抑制に資する空き

家活用の事例を紹介する。最初に官民連携で私

有地の公的利用を促進するという事例として、

長野県の小布施町で「まちじゅう図書館」と、

「おぶせオープンガーデン」という取組がある。

いずれも私有地や自分の住宅の一部を公に開放

するという取組になっている。昔商店であった

住宅において、店として使われていた土間のス

ペースが図書館としてオープンしており、本の

貸出しもしている。図書は住宅のオーナーの方

がネットワークで集められたものが主だったと

記憶しているが、こうした「まちじゅう図書館」

が小布施町内に 10 カ所以上できている。「おぶ

せオープンガーデン」も同じ考え方でオーナー

が自分の庭先を公に開放し、まちの公園ガーデ

ンとして自由に入ってください、見てください

というように自分の財産を誰かと共有する経験

をしている。こうした場所が身近にあるのは、

空き家の発生の心理的な要因にアプローチする

1つの策になるのではないかと考えている。 

そのため現在、プロジェクトを三重大学で始

めている。三重県の伊勢市の北側にある玉城町

において、倉庫の奥側に高齢者が 1 人で住んで
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いる母屋がある建物があり、このまま行くと空

き家になってしまう可能性が高い。この倉庫は

以前瓦工場の倉庫として使われていて現在は閉

まっているが、母屋とは関係のないこの倉庫を

まちのために何か利活用をできないかとお孫さ

んから相談があった。公的な利用に発展させて

いくことで、先ほどの小布施町のような文化を

この地域に開花させることができるのではない

かと考えて、私のところのゼミ生がこれを学生

のコンペにして、どのような利活用ができるの

かを提案をしてもらい、これを学びの場所にし

ようという結論になった。学びにはいろいろな

学びがあり、空間も広いため、多くの学びがで

きるコアが地域図書室ではないかという考えで

まとまり、地域図書室の開設に向けて現在学生

を中心に動いている。これがうまくいけば、空

き家の予備軍になっているところの利活用を同

じように、図書室等々の施設として利活用につ

なげていきたいという話を玉城町と進めており、

こうした官学民連携で私有地の公的利用を促進

する活動をしている。皆さんがお住まいの地域

にも目を向けると、同じような可能性があると

想像されるので、ぜひその空き家予備軍にこん

な価値がある、可能性があると評価すると政策

になってくると思っている。 

もう 1 つ最後違う視点であるが、民ならでは

の空き家発生抑制の取組事例を紹介する。大阪

の枚方信用金庫が作っている商品として、「巡リ

ズム」がある。これは高齢者の住居を住み替え

やリノベーションをして賃貸するなど、所有し

ている不動産の有効活用の提案を行い、子育て

世代が地域に流入しやすくなるようにするとと

もに、空き家を発生させない仕組みを作り、良

質な住環境を保つことを目的としている住み替

え促進事業である。信用金庫の理事長さんが、

枚方市内に高齢者が増えて、お客さんのところ

に行くと「息子から一緒に住もうと言われて、

この家を閉めて息子のところに行くのよ」とい

う相談を何件も受けて危機感を持ったことから

空き家にしないことをサポートすべきと考えら

れた商品である。通常の預金や投資などの商品

に加えて、「何かお住まいの不安はないですか」

というところから始まって、不安があるという

ことであれば「住み替える」、「売る」、「手入れ

をする」、「リノベーションして貸す」こともで

きるが、その仲介をお手伝いして不動産会社や

建築会社を紹介する。それだけではなくて出て

いく高齢者の施設選びもサポートすることが

パッケージング化されている。加えて、防犯等々

の見守りのサポートや、あとは専門家の先生に

つないでその先の「売る」、「貸す」ことのサポー

トも全部一体となった商品となっていて、よく

考えられた空き家発生抑制策だと思っている。 

基本的には、私の研究は自治体に対して取組

を聞いてそれを整理しているが、このように少

し視点を広げて見てみると、いろいろな空き家

発生抑制策があることを今感じているため、も

う少し分析を加えて研究を深め、時機を見て発

表していきたいと考えている。 


